
 

 

重要事項説明書 

 

１ 事業所の概要 

事 業 者 名 称  一般社団法人横浜市旭区医師会 

旭訪問看護リハビリステーション 

所 在 地 横浜市旭区二俣川１－８８－２４ 

電 話 番 号 ０４５－３６３－８５３１ 

介護保険指定事業者番号 訪問看護（横浜市 １４６３２９００１２） 

理 事 長 岡田 孝弘 

管 理 者 飯田 直子 

サービスを提供する地域 旭区、瀬谷区三ツ境、瀬谷区阿久和東、 

保土ヶ谷区川島町、保土ヶ谷区上菅田町 

併 設 サ ー ビ ス 居宅介護支援事業所 

 

２ 事業所の職員体制等  令和７年３月１日現在 

職 種 人    員 

管 理 者  １ 名 

看 護 師 １４ 名（常勤： ７名 非常勤： ７名） 

作 業 療 法 士 ２ 名（常勤： １名 非常勤： １名） 

理 学 療 法 士 ５ 名（常勤： ３名 非常勤： ２名） 

事 務 担当 職 員  ４ 名（常勤： ２名 非常勤： ２名） 

 

３ 事業の目的及び運営の方針 

(1) 旭訪問看護リハビリステーションは、訪問看護・介護予防訪問看護を提供することにより、家庭

における療養生活を支援し、その心身機能の維持回復を目指し、生活状況の向上につとめるもの

とする。 

(2) 職員に研修を行い、事業所の資質向上につとめる。 

 

４ サービスの内容 

(1) 「訪問看護」は、利用者の居宅（自宅）において看護師その他省令で定める者が療養上の世話又

は必要な診療の補助（病状の観察や体温・脈拍・血圧などのチェック、身体拭き、洗髪、入浴介助、

食事や排泄などの介助、床ずれの予防と処置、医療機器の管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアド

バイスなど、リハビリテーション、ご家族等への介護相談・指導など）を行うサービスです。 

(2) 事業者は、以下により訪問看護サービスを提供します。 

訪問看護サービスご利用日： 月 / 週    回 

(3) サービス提供にあたっては、主治医の指示に基づき、計画的に提供します。 

 



５ サービス提供責任者等  

(1) サービス提供の責任者（管理者等）は、次のとおりです。 

(2) サービスについてご相談やご不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。 

(3) 氏名：飯田 直子  連絡先(電話)：０４５－３６３－８５３１ 

(4) 事業者の都合により看護師等を変更する場合は、サービス提供責任者から事前に連絡します。 

 

６ 営業時間 

営 業 日：月曜日から金曜日 ※土曜日・日曜日・国民の祝日・12/29～1/3休業 

営業時間：営業日の午前９時～午後５時 

 

７ 利用者負担金 

(1) 利用者負担金は、次の３種類に分かれます。具体的な金額は下記のとおりです。 

① 介護報酬に係る利用者負担金（介護保険負担割合証に準ずる） 

② 運営基準で定められた「その他の費用」（全額、自己負担） 

③ 通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（全額、自己負担）  

なお、②又は③の費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明のうえ、利用者の同意を得なけ

ればならないこととされています。（疑問点等があれば、お尋ねください） 

(2) その他 

① 上記の利用負担金は、介護保険による「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載して

います。 

② 居宅サービス計画を作成しない場合等、「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用

料（１０割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（介護保険負担割合証に準ずる）を

請求することになります。 

③ 交通費は通常のサービス提供地域以外の地域についてのみ、所定の交通費（実費相当）が必要

となります。（別途見積もりいたします。） 

④ 利用者負担金は、引き落としまたは現金払い（翌月請求）となります。 

※サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合には、全額自己負担となります。 

（介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説

明のうえ、利用者の同意を得ることになります。） 

※利用料金の詳細は料金表に準ずる。 

 

８ サービス利用の中止  

利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡ください。 

連絡先(電話)：０４５－３６３－８５３１ 

連絡時間 ：営業日の午前９時から午後５時 

 

９ 緊急時の対応 

サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家族、主治医、

救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。 

緊急連絡先  氏 名：       続柄（    ） 

電 話：        

 

 



１０ ハラスメント防止について 

事業所は、職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向

けて取り組みます。 

(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超え

る下記の行為は組織として許容しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ばされそうになった）行為 

② 個人の尊厳や人格を言葉に態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

(2) ハラスメント事実が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、

同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

(3) 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期

的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

(4) ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する

必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１１ 虐待防止について 

事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措

置を講じます。 

(1) 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

(2) 当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと

思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

(3) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底

を図ります。 

(4) 身体拘束廃止に向けた取り組みの指針の整備。 

(5) 事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。管理者 飯田 直子 

 

１２ 衛生管理等 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(1) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

(3) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

(4) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１３ 業務継続に向けた取り組みについて 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業

務継続計画に従って必要な措置を講じます。 



 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

  

１４ サービス提供に関する留意事項 

(1) サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 

① 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借等、金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承下さい。 

② 看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能・維持回復のために療養上の世話や診療の

補助を行うこととされています。それ以外の業務は認められていませんので、ご了承下さい。 

③ 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

(2) 訪問時に、感染予防のため手洗い場の提供をお願いします。 

(3) 大規模災害発生時や、暴風雨雪等による悪天候の際には通常通りの訪問を実施出来ない場合があ

りますのでご了承下さい。 

(4) 当事業所は、研修生及び看護学校実習生を受け入れておりますので、同行訪問の際には御協力を

お願い致します。 

 

１５ 相談窓口、苦情対応  

(1) サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所ご利用者様苦情窓口   電 話：０４５－３６３－８５３１（担当：飯田） 

ご利用時間：営業日の午前９時～午後５時 

(2) 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

旭区役所 高齢・障害支援課   電 話：０４５－９５４－６０６１ 

瀬谷区役所 高齢・障害支援課   電 話：０４５－３６７－５７１４ 

保土ヶ谷区役所 高齢・障害支援課  電 話：０４５－３３４－６３９４ 

横浜市福祉調整委員会事務局（健康福祉局相談調整課） 

電 話：０４５－６７１－４０４５ 

国民健康保険苦情相談窓口    電 話：０４５－３２９－３４４７ 

 

【 説明確認欄 】 

年   月   日 

サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明しました。 

 

（事業者）一般社団法人横浜市旭区医師会 旭訪問看リハビリビリステーション 

説明者       ㊞ 

 

サービス契約の締結に当たり、上記のとおり説明を受けこれに同意し、公布を受け取りました。 

（利用者）  氏 名       ㊞（自署または記名押印） 

（代理人）  氏 名       ㊞（自署または記名押印） 

 

 

 

飯田 直子 


